
船橋市 建設局
都市計画部 都市計画課

令和６年８月１９日

第１４９回 船橋市都市計画審議会

南船橋駅南口地区に係る都市計画の変更について

 議案第１号
船橋都市計画用途地域の変更（船橋市決定）（付議）

 議案第２号
船橋都市計画防火地域及び準防火地域の変更
（船橋市決定）（付議）
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南船橋駅南口地区の位置

船橋競馬場

ららぽーと
TOKYO-BAY

地



再開発等促進区の区域

地区計画の区域

南船橋駅南口地区の現況①
～再開発等促進区を定める地区計画～
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①

②

④

⑤

交通
広場

③

地区名 建蔽率 容積率
高さの
最高限度

① 駅前地区 60% 400% 45ｍ
② 賑わい・交流地区 60% 400% 45ｍ
③ 中高層住宅地区A 50% 400% 45ｍ
④ 中高層住宅地区B 50% 400% 45ｍ
⑤ 福祉地区 （地区計画による制限なし）

南船橋駅南口地区の現況②
～地区計画の主な内容～
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上位計画における位置づけ

♦ 船橋都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

♦ 船橋市都市計画マスタープラン

「南船橋駅周辺においては、臨海部の玄関口としてふさわしい魅力あ

るまちづくりにより、賑わい創出や回遊性を高め、周辺環境と調和し

た「地区拠点商業地」の形成を図ります。」

「南船橋駅周辺は新たな地区拠点商業地の形成に向けて、都市計画の

見直しを検討しながら市有地の有効活用を図ります。」
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「臨海部の商業地、業務地が集積する地区においては、賑わいの創出

や回遊性の向上に努め土地の高度利用を図る。」

「また、南船橋駅周辺地区においては、臨海部の玄関口にふさわしい

拠点整備を行い、土地の高度利用を図る。」
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JR南船橋駅南口市有地活用事業の概要

※船橋市ホームページ「JR南船橋駅南口市有地の活用を進めています」より抜粋
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JR南船橋駅南口市有地活用事業等の経緯

時期 実施内容

平成２５年度 千葉県より土地が譲渡され、市所有の土地となる。

平成２６年度 活用基本構想を策定。

平成２７年度 道路予備設計、地質調査を実施。

平成２８年度 土地利用案の検討。

平成２９年度 官民連携調査の実施。

平成３０年度 実施方針の公表。

平成３１年度
（令和元年度）

開発事業者を公募。「三井不動産グループ」を選定。

令和２年度

第138回船橋市都市計画審議会
JR南船橋駅南口地区のまちづくりについて（報告）

第140回船橋市都市計画審議会
船橋都市計画地区計画（南船橋駅南口地区）の決定（付議）
船橋都市計画高度地区の変更（付議）

令和３年５月
船橋都市計画地区計画（南船橋駅南口地区）の決定
船橋都市計画高度地区の変更

令和４年５月 インフラ工事（下水道）が完了。

令和４年８月 駅前広場の供用開始。

令和５年８月 市有地内の道路供用開始。

令和５年１０月
第147回船橋市都市計画審議会
JR南船橋駅周辺地区の都市計画の変更について（報告）

令和５年１１月 市有地内の商業施設等開業。



都市計画運用指針（抜粋）

再開発等促進区を定めようとするときは、一号施設の整備の必要性と地区内
の既存建築物への配慮などから、用途地域に関する都市計画は、変更しないこ
とが望ましい。ただし、プロジェクトが完成し、又は概成した時点においては、
当該再開発等促進区の区域において形成された良好な市街地環境の保全に配慮
しつつ、当該区域についてその土地利用にふさわしい用途地域に関する都市計
画に変更することも考えられる。

 市有地活用事業について、地区計画で定めた一号施設がすべて供用開始と
なった。

 また、再開発等促進区の区域のうち8割以上の面積が供用開始となった。

プロジェクトが概成したと判断し、当該区域についてその土地利用にふさわし
い用途地域へ変更する。
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用途地域変更の時期について

※ 都市計画運用指針（第12版 令和6年3月 P198） より抜粋



A

E

C

駅前広場・区域内道路
B街区・D街区

供用済
商業施設（B街区）

（三井不動産㈱より提供）

【R６．８月 現在】

街区
面積

（㎡）
うち

竣工済
うち

未竣工
竣工済
割合

A 1,900 0 1,900 0

B 15,000 15,000 0 100

C 5,000 0 5,000 0

D 1,600 1,600 0 100

E 7,100 0 7,100 0

4,400 4,400 0 100

10,200 10,200 0 100

合計 45,200 31,200 14,000 69.0

街区
面積

（㎡）
うち

竣工済
うち

未竣工
竣工済
割合

A 1,900 0 1,900 0

B 15,000 15,000 0 100

C 5,000 0 5,000 0

D 1,600 1,600 0 100

4,400 4,400 0 100

9,200 9,200 0 100

合計 37,100 30,200 6,900 81.4

○再開発等促進区（黒破線）

市有地活用事業の進捗状況

8

○地区計画区域全体

道路

B

D

未整備箇所

整備済箇所



（児相）

A街区、C街区及び
E街区（特別養護老人ホーム等）

竣工

マンション（C街区）完成イメージ
（三井不動産レジデンシャル㈱より提供）

【R７年春（予定）】

街区
面積

（㎡）
うち

竣工済
うち

未竣工
竣工済
割合

A 1,900 1,900 0 100

B 15,000 15,000 0 100

C 5,000 5,000 0 100

D 1,600 1,600 0 100

E 7,100 4,000 3,100 56.3

4,400 4,400 0 100

10,200 10,200 0 100

合計 45,200 42,100 3,100 93.1

街区
面積

（㎡）
うち

竣工済
うち

未竣工
竣工済
割合

A 1,900 1,900 0 100

B 15,000 15,000 0 100

C 5,000 5,000 0 100

D 1,600 1,600 0 100

4,400 4,400 0 100

9,200 9,200 0 100

合計 37,100 37,100 0 100

○再開発等促進区（黒破線）
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市有地活用事業の進捗状況

○地区計画区域全体

Ｅ

CB

DA

未整備箇所

整備済箇所

一部整備済箇所

道路



E街区（児童相談所）
開設

児童相談所（E街区）完成イメージ

【R８年７月（予定）】

街区
面積

（㎡）
うち

竣工済
うち

未竣工
竣工済
割合

A 1,900 1,900 0 100

B 15,000 15,000 0 100

C 5,000 5,000 0 100

D 1,600 1,600 0 100

E 7,100 7,100 0 100

4,400 4,400 0 100

10,200 10,200 0 100

合計 45,200 45,200 0 100

街区
面積

（㎡）
うち

竣工済
うち

未竣工
竣工済
割合

A 1,900 1,900 0 100

B 15,000 15,000 0 100

C 5,000 5,000 0 100

D 1,600 1,600 0 100

4,400 4,400 0 100

9,200 9,200 0 100

合計 37,100 37,100 0 100

○再開発等促進区（黒破線）
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市有地活用事業の進捗状況

○地区計画区域全体

整備済箇所

A D

B C

Ｅ

道路
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用途地域の変更

【面積】
約4.0ha

●近隣商業地域への変更

【建蔽率、容積率】
80％、300％

【変更の考え方】
・本地区のプロジェクトで誘導するまちに
ふさわしい用途地域である近隣商業地域へ
変更する。
・本地区は船橋市都市計画マスタープラン
において「地区拠点商業地」に位置付けら
れている。
本市において、同じ「地区拠点商業地」

の位置づけであり、かつ計画的なまちづく
りを行い地区計画が決定されている地区の
近隣商業地域と同様に、建蔽率80％、容
積率300％とする。

変更案

現在
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用途地域の変更

【面積】
約1.0ha

●商業地域への変更

【建蔽率、容積率】
80％、400％

【変更の考え方】
・再開発等促進区の区域等を近隣商業地域
へ変更することにより、駅敷地南側に指定
されている第一種住居地域が他の住居系用
途地域と分断された形で残ってしまうため、
連続性の観点から、既決定の駅敷地北側と
同様に商業地域（建蔽率80％、容積率
400％）へ変更する。

変更案

現在



用途地域の変更

現在
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用途地域の変更

再開発等促進区及びその東西の第一種
住居地域を近隣商業地域に変更

鉄道敷地を商業地域に変更

変更案
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用途地域の変更（まとめ）

【A】

【B】
変更案

現在

A

B

A

B

変更案 現在

用途地域 商業地域 第一種住居地域

建蔽率（％） ８０ ６０

容積率（％） ４００ ２００

変更案 現在

用途地域 近隣商業地域 第一種住居地域

建蔽率（％）
８０

（５０～６０）
６０

（５０～６０）

容積率（％）
３００

（４００）
２００

（４００）

β（ ）内の数字は地区計画における制限内容
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準防火地域の変更

【面積】
約6.6ha

【用途地域】
近隣商業地域
商業地域

【変更の考え方】
・商業系用途地域へ変更する区域及び今回
の変更に関連する鉄道用地等について、市
街地における火災の危険を防除するため準
防火地域へ変更する。

変更案

現在
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準防火地域の変更

現在
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準防火地域の変更

変更案

商業地域、近隣商業地域へ変更となる
区域を準防火地域に変更

一体的な鉄道用地等を併せて
準防火地域に変更



都市計画に対する意見等
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  案の概要の縦覧者数・公述の申出数

◆縦覧期間：令和６年３月２８日～４月１１日

⇒縦覧者数：０名 公述の申出数：０件

  案の縦覧者数・意見数（都市計画法第17条）

◆縦覧期間：令和６年５月１３日～５月２７日

⇒縦覧者数：１名 意見数：０件



R5.10 - R6.3 R6.4 - R6.9

5 6

20
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